
■堺市産業振興アクションプラン　２０１８年度事業リスト

取組
番号

主な取組 主な取組の概要
2018年度

主な事業内容
事務事業名 担当課

戦略Ⅰ：あらゆる人材の活躍と雇用の確保

　中小企業の人材確保支援

■さかいJOBステーション事業【一部Ⅰ-4】
○大学等と連携して学生に対して市内中小企業の魅
力を伝える説明会の開催など、雇用のミスマッチを防
ぐための新たな取組を実施。（新規）

○求職者や市内企業の利便性の向上を図るため、ハ
ローワークとの連携により、無料職業紹介など一体的
な就業・企業支援を実施。

さかいＪＯＢス
テーション事
業

雇用推進課

■外国人材雇用支援事業
○市内中小企業が高度な技術・知識を持った外国人
の採用により、経営力の向上を図るため、外国人雇用
の正しい知識を習得するためのセミナーを実施。
（新規）

多用な人材
の雇用支援
事業

雇用推進課

■求人側と求職側の相互理解を深める取組
※来年度以降の実施に向けて事業化を検討

ー ー

■女性の活躍推進事業【一部Ⅰ-5】
○仕事と子育ての両立を支援するため、市内事業所
に勤務する育児休業中の方に対し、職場復帰の不安
感を払しょくするセミナーを実施。（新規）

○女性の職域拡大や働きやすい職場づくりを推進す
るため、職場における労働環境の改善に取り組む市
内中小企業等に対して整備費用の一部を補助。

○女性をはじめ誰もが能力を発揮できる職場環境を
構築するため、企業主導型保育事業の普及やワー
ク・ライフ・バランスを考えるセミナー、キャリアデザイン
セミナー等を実施。

多用な人材
の雇用支援
事業

雇用推進課

■企業主導型保育事業開設経費補助金
○企業主導型保育事業所を開設する際、地域の子
どもの受け入れ枠を設ける場合、また、これにあわ
せ、保育士や中小企業の利用枠を設ける場合、開設
経費の一部（備品類）をそれぞれ補助。（新規）

企業主導型
保育事業開
設経費補助
事業

幼保推進課

■さかいJOBステーション事業
○就業者の長期定着や人材育成を支援するための
セミナー及び相談を実施し、安定就労と企業の人材
力強化を促進。

さかいＪＯＢス
テーション事
業

雇用推進課

■企業の働き方改革支援事業【Ⅰ-5】
○市内事業所の人材確保・定着及び生産性の向上
を図るため、働き方改革に取り組むための実践的なノ
ウハウを提供する講演や個別相談会を実施。（新規）

多用な人材
の雇用支援
事業

雇用推進課

■さかいJOBステーション事業【Ⅰ-1】
○大学等と連携して学生に対して市内中小企業の魅
力を伝える説明会の開催など、雇用のミスマッチを防
ぐための新たな取組を実施。（新規）

さかいＪＯＢス
テーション事
業

雇用推進課

■地域人材育成強化事業
○大学や高校等での企業経営者による出前講座の
実施をはじめ、インターンシップ等のキャリア教育や教
職員と市内企業とのネットワーク形成を支援し、新規
学卒者等と市内中小企業との雇用のミスマッチを防
止。

地域人材育
成強化事業

雇用推進課

求人と求職のミスマッチの解消を
図るため、求職者に対し適性把握
のサポート等を行いながら、個別
の状況に応じたきめ細かなマッチ
ングを実施するとともに、求人側と
求職側の相互理解を深める効果
的な取組を検討します。また、企
業の成長と発展を図るため、外国
人の雇用の必要性が高まる中、
企業における外国人の採用や定
着についての理解促進を図りま
す。

求人と求職
のミスマッチ
の解消

Ⅰ-1

Ⅰ-4

学校と企業
の就労に関
するネット
ワーク形成
の促進

大学や高等学校等と市内企業の
ネットワーク形成を促進し、学生が
堺の企業を知り、その魅力に触れ
られる機会を提供することにより、
市内外から堺の産業を支える人
材の誘引を図ります。

Ⅰ-3

人手不足が慢性化する中、現在
勤務している従業員が職場にしっ
かり定着することで、企業経営の
安定化を図ります。そのため、従
業員のニーズに沿った就業・勤務
形態の見直しなど、働きやすい職
場環境の構築に向けた取組を支
援します。

人材の定着
支援

Ⅰ-2
女性が働き
やすい環境
整備

女性の活躍を推進するため、柔
軟な就業条件の整備や女性が必
要とする専用施設の設置など職
場環境整備に取り組む企業を支
援します。また、事業所内保育施
設の設置について、庁内関係部
局が庁外関係機関と連携し、市
内企業のニーズに沿った取組を
支援します。



■堺市産業振興アクションプラン　２０１８年度事業リスト

取組
番号

主な取組 主な取組の概要
2018年度

主な事業内容
事務事業名 担当課

　多様な人材の活躍支援

Ⅰ-5
多様な働き
方の推進

企業に対して、長時間労働の是
正や多様な就業・勤務形態の導
入など、あらゆる人が働きやすい
環境の整備を促進し、ワーク・ライ
フ・バランスなど働き方改革の普
及に取り組みます。

■女性の活躍推進事業【Ⅰ-2】
○女性をはじめ誰もが能力を発揮できる職場環境を
構築するためのワーク・ライフ・バランスを考えるセミ
ナーやキャリアデザインセミナー等を実施。

■企業の働き方改革支援事業【Ⅰ-3】
○市内事業所の人材確保・定着及び生産性の向上
を図るため、働き方改革に取り組むための実践的なノ
ウハウを提供するセミナーを実施。（新規）

多用な人材
の雇用支援
事業

雇用推進課

■女性の活躍推進事業
○出産・育児・介護等により離職し、再就職をめざす
女性を対象に、企業等での短期間のインターンシップ
と座学を通じて、キャリアブランクによる不安の解消を
支援。

多用な人材
の雇用支援
事業

雇用推進課

■母子家庭等就業・自立支援センター事業【Ⅰ-7】
○ひとり親家庭の母等に対し、就業支援講習会の開
催や情報提供など就業に向けての一貫した支援を実
施。

母子家庭等
就業・自立支
援センター事
業

子ども家庭課

■障害者雇用推進事業
○障害者雇用に積極的に取り組み、堺市が独自に定
める基準を満たした中小企業を「堺市障害者雇用貢
献企業」として認定し、奨励金の交付などの支援措置
を講ずることにより、市内中小企業における障害者の
雇用を促進。（拡充）

○企業向け障害者雇用促進セミナーや求職者向け
障害者就職面接会の実施。

多用な人材
の雇用支援
事業

雇用推進課

■地域就労支援事業
○働く意欲・希望がありながら様々な阻害要因を抱
え、雇用・就労を実現できないでいる就職困難者等を
支援するため、地域の関係機関との連携のもと各種
支援を展開し、雇用・就労につなげ、一人ひとりの自
立・就労を支援。

○求職者等が問い合せをしやすくするため、フリーダイ
ヤルを導入。（新規）

■地域就労支援事業庁内連絡会の運営
○産業振興局が事務局をつとめ、健康福祉局、子ど
も青少年局、市民人権局で構成される「地域就労支
援事業庁内連絡会」を通じ、就労支援についての施
策や取組状況等の情報を共有し、相談者に応じた適
切な窓口を紹介し、就労につなげるなど、きめ細かな
就労支援を実施。

地域就労支
援事業

雇用推進課

■母子家庭等就業・自立支援センター事業【Ⅰ-6】
○ひとり親家庭の母等に対し、就業支援講習会の開
催や情報提供など就業に向けての一貫した支援を実
施。

母子家庭等
就業・自立支
援センター事
業

子ども家庭課

育児等で離職し再就職をめざす
方へのキャリアブランク解消の支
援や、待機児童解消のための保
育施設の整備など、女性の活躍
のための取組を積極的に推進しま
す。また、「堺セーフシティ・プログ
ラム」の趣旨も十分踏まえ、安全
で安心して働くことができるよう、
様々な立場の女性に寄り添った
就労支援に、庁内外の関係機関
と連携し取り組みます。

女性の活躍
推進

Ⅰ-6

働く意欲を持ちながら、就労を実
現できずにいる高齢者や障害者
などを対象に、きめ細かく相談に
取り組み、就労に必要とされる知
識や、資格・技能の取得を支援す
るなど、自身が希望する就労の実
現を図ります。また、これらの相談
窓口等を利用しやすくするための
方策や、庁内外の関係機関との
連携強化に取り組みます。

Ⅰ-7
就労相談と
職業能力の
開発



■堺市産業振興アクションプラン　２０１８年度事業リスト

取組
番号

主な取組 主な取組の概要
2018年度

主な事業内容
事務事業名 担当課

戦略Ⅱ：中小・小規模企業の経営基盤の強化

　企業ニーズに応じた経営課題の解決

Ⅱ-1

経営課題に
果敢にチャ
レンジする
中小企業へ
の支援

各産業支援機関や国・大阪府等
との一層の連携のもと、企業の経
営方針・経営資源・経営状況を
的確に把握し、資金調達や製品
技術開発、販路拡大など、個々
企業の実態に応じた支援により、
経営基盤の強化を図ります。

■経営相談（訪問型）・マッチング支援事業【Ⅱ-3】
○積極的な企業訪問により中小企業の情報収集を
行い、経営課題やニーズに合わせた支援を実施。

○中小企業間や中小企業と大手企業とのビジネス
マッチングを実施。

■エキスパート派遣による経営力向上支援事業
【Ⅱ-3】
○中小企業診断士等専門家を派遣し、中小企業が
抱える経営課題解決のため、アドバイス等による経営
支援を実施。

■堺発オリジナル商品魅力アップ支援事業
○自社商品開発をめざすものづくり企業を支援するた
め、デザインやマーケティング分野の専門家を派遣
し、新商品開発を支援。合わせて、新たな商品認定
制度を実施。

経営サポート
事業

ものづくり支援課

■小規模企業高度化及び経営安定化指導相談事業
○中小企業者の経営安定を図るため、税務及び経
理、法律等の相談窓口を設置。

経済振興指
導団体事業

商業流通課

■金融支援事業
○小規模企業者の円滑な資金調達を支援するため、
無担保融資制度を実施。

金融対策事
業

ものづくり支援課

Ⅱ-3
戦略的な企
業経営の促
進

企業の経営資源や経営状況を分
析し、将来を見据えた企業戦略
の策定と、それに取り組む経営者
の増加を図ります。

■経営相談（訪問型）・マッチング支援事業【Ⅱ-1】
○積極的な企業訪問により中小企業の情報収集を
行い、経営課題やニーズに合わせた支援を実施。

○中小企業間や中小企業と大手企業とのビジネス
マッチングを実施。

■エキスパート派遣による経営力向上支援事業
【Ⅱ-1】
○中小企業診断士等専門家を派遣し、中小企業が
抱える経営課題解決のため、アドバイス等による経営
支援を実施。

■ものづくり経営大学の開催
○若手次世代経営者向けに、ものづくり企業の発展に
必要とされる経営や技術、ビジネスプラン作成、事業
承継等の知識習得をめざす連続講座「ものづくり経営
大学」を開催。

経営サポート
事業

ものづくり支援課

■伝統産業振興事業
○伝統産業事業者等の海外販路開拓やインバウンド
対応の強化を図るため、海外需要開拓戦略コーディ
ネーターを活用し、来堺する外国人を対象に、伝統産
業製品をはじめとする堺産品に対する印象やニーズ
等の調査を行い、事業者にフィードバックするととも
に、ヨーロッパを中心とした海外販路開拓や国内での
インバウンド対応を支援。

経営サポート
事業

ものづくり支援課

■個店魅力向上事業
○個店の魅力を高める土産物の商品開発・販路開拓
を支援。

経済振興指
導団体事業

商業流通課

Ⅱ-5
堺産品の国
内外の需要
拡大

海外を中心に需要が拡大してい
る堺刃物をはじめ、堺産品の更な
る国内外の需要拡大を図るため、
商品改良の促進、ブランドの強
化、認知度向上などに取り組みま
す。

■堺産品販路開拓事業
○堺産品の販路拡大のためのプロモーション活動とし
て、海外見本市出展や現地専門家によるコンサル
ティングを通じ、フランス等の市場開拓を支援。

○首都圏での販路開拓とそれに伴う商品開発・改良
を専門家により支援。

堺産品販路
開拓事業

ものづくり支援課

Ⅱ-4

観光ビジ
ターなど新
たな消費の
取り込み促
進

交流人口の増加が予想される
中、意欲ある商業者等の取組を
進め、観光ビジターなどを対象とし
た新たな消費の取り込みを拡大
し、経営力の向上を図ります。

Ⅱ-2

特に、小規模企業は資金や人材
の確保が困難であるなど厳しい経
営状況にあることから、事業運営
に不可欠な資金調達の支援や専
門家による指導など、きめ細かな
支援に取り組み、経営の安定化を
図ります。

小規模企業
の経営の安
定化



■堺市産業振興アクションプラン　２０１８年度事業リスト

取組
番号

主な取組 主な取組の概要
2018年度

主な事業内容
事務事業名 担当課

　生産性の向上

Ⅱ-6
ものづくり人
材の技術の
向上

公設試験研究所等と連携し、中
小企業の若手技術者等を対象に
加工技術の向上や技術課題の解
決等に資する実践的なセミナー
等を実施し、労働生産性を高めま
す。

■人材育成事業
○中小企業の技術者を対象に加工技術の向上や課
題解決、新技術開発等を目的としたセミナーを実施。

経営サポート
事業

ものづくり支援課

■IoT導入支援事業
○中小企業の人材・人手不足等を補うため、生産性
向上に資するＩｏＴ導入に向け、そのメリットや利活用の
方法を学ぶセミナーの実施とともに、エキスパート派遣
による経営力向上支援事業を活用し、ＩｏＴ導入に向
けた企業診断を実施。（拡充）

製品・技術開
発支援事業

ものづくり支援課

■金融支援事業【Ⅲ-4】
○成長産業分野やIoT/IT技術導入に係る設備投資
を行う創業者及び中小企業者に対し、低利率な融資
枠を設定。

金融対策事
業

ものづくり支援課

Ⅱ-8
設備投資の
促進

企業が生産性の向上を図るうえ
で、生産ラインや事業場への新た
な設備の導入は有効な手法のひ
とつですが、経営基盤が脆弱な中
小・小規模企業においては、資金
調達が大きな課題となることか
ら、大阪府等関係機関と連携した
融資などを通じて支援します。

■金融支援事業
○大阪府の融資制度の枠組みを活用して、設備投資
に特化した低利率の無担保融資制度を創設。(新規)

○積極的な設備投資を行う中小企業者に対する融
資制度について、対象業種を拡充して引き続き実施
するとともに、雇用促進など本市施策と連携する場合
には、より低利率な融資枠を新たに設定。(拡充)

金融対策事
業

ものづくり支援課

　優れた技術や事業の承継

Ⅱ-9
事業承継の
円滑化

事業の承継を円滑に進めるため
には、後継者に引き継ぎやすい雰
囲気づくりが必要となります。円滑
な事業の承継に向け、経営者が
早期に承継の意識を持ち、経営
状況や課題を的確に整理するな
ど円滑な事業承継に向けた準備
ができるよう支援を検討します。

■事業承継支援事業
○中小企業経営者の高齢化が進み、後継者不在等
の理由による休廃業の増加が懸念されるなどの課題
に対応するため、企業の個別相談会等の実施により
円滑な事業承継支援を実施。（新規）

経営サポート
事業

ものづくり支援課

Ⅱ-10
熟練技術者
の技能承継
の促進

従業員の高齢化が進む中で、企
業が競争力を維持するためには、
熟練技能の承継を確実に進める
ことが不可欠です。そこで、技術・
技能の標準化・マニュアル化や
OJTによる人材の育成を早い時
期から促すなど、技術・技能の承
継を支援します。

■技能承継実践塾の開催
○中小製造業において課題とされる技能・技術・ノウ
ハウの承継の仕組の構築を支援する「技能承継実践
塾」を開催。

経営サポート
事業

ものづくり支援課

■伝統産業後継者育成事業補助金
○伝統産業事業者が技能を継承する者を新たに雇
用し育成する費用の一部を補助。

■ものづくりマイスター派遣事業
○ものづくりに関する市民の理解を深めるため、卓越し
た技能をもつ「ものづくりマイスター」の派遣等を実施。

■ものづくり「魅せる化」支援事業
○ものづくりの魅力を発信し、本市及び市内ものづくり
企業のイメージ向上や集客による地域経済の活性化
を図るため、見学者を受け入れるための事業所の整
備に係る経費の一部を補助。

伝統産業振
興事業

ものづくり支援課

■職人養成道場の開講
○注染業界の新たな担い手の育成を支援するため、
注染職人養成道場を開講。（新規）

経営サポート
事業

ものづくり支援課

刃物をはじめ伝統産業では、これ
まで業界を牽引してきた職人の高
齢化が進んでいるため、職人にな
ることを希望する方を市内外から
呼び込み、後継者として育成を図
ります。また、若い職人の作業場
の確保や設備投資など、操業環
境の整備に対する支援を検討し
ます。

伝統産業の
優れた技術
の承継

Ⅱ-11

ITやIoT等の
活用促進

サービス業で多く見られる人材の
不足など、限られた経営資源で
市場からの需要に対応しつつ利
益率を高めるため、急速に技術が
進歩しているＩＴやＩｏＴ、ロボット等
の導入を促進するなど、事業の効
率化や生産性の向上を図り、企
業の競争力を高めます。

Ⅱ-7



■堺市産業振興アクションプラン　２０１８年度事業リスト

取組
番号

主な取組 主な取組の概要
2018年度

主な事業内容
事務事業名 担当課

戦略Ⅲ：地域を牽引するリーディング企業への転換

　革新的な製品・技術・サービスの創出

Ⅲ-1

中小企業と
大手企業の
マッチングの
促進

中小企業と大手企業との研究開
発などの分野でマッチングを促進
することにより、大手企業の開発
動向を踏まえた製品技術の開発
や大手企業の開発ノウハウの獲得
等を支援し、中小企業の製品・技
術の高付加価値化を図ります。

■大手・中堅企業向け技術シーズ提案支援事業
○大手企業とのマッチングに向けて、新規参入セミ
ナーやマッチング商談会等を実施。

■医工連携進出支援【Ⅲ-5】
○市内産業支援機関と連携し、医療機関・医療メー
カーとのマッチングや製品開発を支援。

経営サポート
事業

ものづくり支援課

Ⅲ-2

産学連携等
による外部
資源活用の
促進

大学や他企業などで生み出され
た技術シーズや研究成果等の外
部資源を活用し、新たな製品・技
術・サービスの創出を図るため、
大学等研究機関や他企業との連
携を支援します。

■産学連携・技術融合促進事業
○大学や公的試験研究機関、大手企業の有する技
術シーズの活用を促進するため、マッチング支援や公
的資金活用支援をはじめ、技術融合に向けた課題解
決を支援。

経営サポート
事業

ものづくり支援課

Ⅲ-3

研究開発投
資の促進や
専門人材の
確保・育成

中小企業の成長に向けた研究開
発投資を促進するとともに専門人
材の確保や育成について、効果
的な取組を検討します。

■成長産業担い手人材確保支援補助金
○成長産業分野に進出するにあたり、専門人材を確
保しようとする中小企業に対し、経費の一部を補助。

産業振興新
規施策企画
調査業務

産業政策課

　成長産業分野への進出促進

■ものづくり新事業チャレンジ支援補助金
○中小企業の製品・技術の高付加価値化や、新分
野進出の円滑化に資することを目的として、新たなも
のづくりにチャレンジする経費の一部を補助。

製品・技術開
発支援事業

ものづくり支援課

■企業成長促進補助金【Ⅴ-1】【Ⅴ-3】
○製造業を営む中小企業が成長産業分野（環境エ
ネルギー、健康医療、航空機、防災等）へ進出するた
め、工場・研究開発施設へ投資する場合、経費の一
部を補助。（新規)

企業投資促
進事業

産業政策課

■金融支援事業【Ⅱ-7】
○成長産業分野やIoT/IT技術導入に係る設備投資
を行う創業者及び中小企業者に対し、低利率な融資
枠を設定。

金融対策事
業

ものづくり支援課

Ⅲ-5
医工連携の
促進

各産業支援機関と連携し、医療
機器メーカーや医療現場のニー
ズに応じた製品・技術開発から販
路開拓まで伴走型の経営支援を
実施し、中小企業の「医工連携」
を促進します。

■医工連携進出支援【一部Ⅲ-1】
○平成29年度に設立した市内中小企業による研究
会を核として、市内産業支援機関の連携のもと医療
機関・医療メーカーとのマッチングを進めるなど、医療
機器等の新製品開発や専門家派遣による新規参入
事業者に対する支援を実施。

経営サポート
事業

ものづくり支援課

　海外市場の開拓

Ⅲ-6

ＡＳＥＡＮ諸
国等の海外
企業との取
引拡大

中小企業の新たな市場として期
待されるＡＳＥＡＮ諸国を主要ター
ゲットとし、現地企業等との商談機
会を提供するなど、海外企業との
取引拡大を図ります。

■国際ビジネスマッチング支援
○現地の投資・ビジネス環境調査等のため、ASEAN
域内へ経済視察団を派遣。

海外経済交
流促進事業

産業政策課

Ⅲ-7
新たな形態
での海外取
引の拡大

中国などを中心に市場が飛躍的
に拡大している越境ＥＣ（国際イン
ターネット通販）など新たな形態で
の海外取引について、海外市場
の動向や事業展開の手法につい
ての最新情報の提供等を実施
し、海外取引の拡大を図ります。

■貿易実務セミナーの開催
○新たな形態での国際取引にも対応するため、貿易
実務スキル向上を目的とするセミナーを開催。

海外経済交
流促進事業

産業政策課

Ⅲ-8

海外ビジネ
スを担う専
門人材の確
保と育成

外国人留学生等を対象にした企
業説明会やインターンシップを実
施するとともに、中小企業を対象
に海外事業展開に関する研修等
を実施し、海外ビジネスを担う人
材の確保と育成を図ります。

■グローバル人材活用支援
○海外ビジネス展開の中核となる人材を育成するた
めの研修を実施。

○タイからの留学生を対象とした市内企業でのイン
ターンシップ実施を支援。

○ベトナムからの留学生と企業との交流会を開催。

海外経済交
流促進事業

産業政策課

医療機器などの「健康・医療」分
野や、省エネ機器などの「環境・
エネルギー」分野をはじめとする
成長産業分野への進出や、AIや
IoTなどの最新技術を用いた研究
開発に関連する案件について、重
点的な支援を実施します。

Ⅲ-4

成長産業分
野や最新技
術に関連す
る研究開発
の促進



■堺市産業振興アクションプラン　２０１８年度事業リスト

取組
番号

主な取組 主な取組の概要
2018年度

主な事業内容
事務事業名 担当課

戦略Ⅳ：新しいビジネスが生まれやすい環境醸成

　持続的な起業創出システムの構築

Ⅳ-1

成長ステー
ジに応じた
起業家の支
援

起業による新しい企業の誕生、企
業の成長（市場シェアの拡大等）
といった企業のライフサイクルの
中、支援機関が一体となって、成
長ステージ（アーリー・ミドル・レイ
ト）に応じたきめ細かな支援を実
施し、持続的な起業創出を図りま
す。

■インキュベーション事業
○さかい新事業創造センター（Ｓ－Ｃｕｂｅ）の入居者
に対して、経営課題に対するアドバイスや、ビジネス
マッチング等総合的な経営支援を実施。

■女性起業家支援
○女性の起業を促進するため、先輩女性起業家によ
るセミナーやアドバイスを実施するとともに、起業希望
者を対象に各種相談業務や事業計画作成支援等を
実施。

起業・創業支
援事業

ものづくり支援課

■さかい起業チャレンジポート
○各支援機関や大学等が連携して、起業準備者や
起業間もない方等を対象に、勉強会や交流会、窓口
相談など成長段階やニーズに応じた切れ目のない支
援を実施。

産業振興新
規施策企画
調査業務

産業政策課

■起業家育成キャンパス
○起業に向けてインキュベーションマネージャーが定
期的に面談を行い、必要に応じて経営支援の専門家
を紹介するなど、起業準備の支援を実施。

起業・創業支
援事業

ものづくり支援課

　高成長型ベンチャー企業の創出

Ⅳ-3

成長性の高
いベン
チャー企業
への集中的
な経営支援

優れたビジネスモデルを有し、将
来の本市産業を牽引する企業へ
と成長する可能性のある高成長
型ベンチャー企業を発掘し、その
成長の実現と加速化を図るため、
産業支援機関と連携し、研究開
発や販路開拓、資金調達など総
がかりの集中的な経営支援を検
討します。

※来年度以降の実施に向けて事業化を検討 ー ー

Ⅳ-4

新たなビジ
ネスに挑戦
する第二創
業への支援

事業で培った自社の強みや経営
資源を十分に活かしながら、第二
創業として、成長性の高い新たな
ビジネスに挑戦する企業に対する
支援を検討します。

■第二創業支援事業
○ものづくり中小企業が持つ「匠の製品・技術」を活か
しさらなる成長を促すため、次代を担う若手経営者等
に対し、新機軸となる事業創出（第二創業）に向けた
ビジネスモデル策定支援を実施。（新規）

製品・技術開
発支援事業

ものづくり支援課

　地域性の高いビジネスの育成

Ⅳ-5
コミュニティ
ビジネスの
育成

少子高齢化が進み、これまでに
想定していなかった多様な地域
課題が顕在化する中で、その解
決に向けて新たなビジネス的手法
を用いて解決するコミュニティビジ
ネスを促進するため、地域課題の
解決に挑戦する起業家や中小企
業を支援します。

■コミュニティビジネス進出支援事業
○地域や社会が抱える課題をビジネスとして解決する
取組を促すため、事業計画書の作成サポートや、中
小企業がコミュニティビジネスへ進出する際の経費の
一部を補助。

産業振興新
規施策企画
調査業務

産業政策課

Ⅳ-6

泉北ニュー
タウン地域
における起
業の促進と
新たなビジ
ネスの創出

泉北ニュータウン地域において、
庁内関係部局や関係機関との連
携のもと、「働きやすく暮らしやす
いまち」をめざし、職住一致・近接
のライフスタイルを促進するため、
起業家の発掘・育成や、地域課
題解決に向けた新たなビジネスの
創出を促します。

■泉北ニュータウン起業支援事業
○泉北ニュータウン地域を「働きやすく暮らしやすいま
ち」へと転換を促すため、起業という働き方を提案しな
がら、泉北ニュータウン地域での職住近接に向けた起
業支援を実施。

産業振興新
規施策企画
調査業務

産業政策課

Ⅳ-7

地域・社会
に貢献する
企業の発掘
と情報発信

社会性の高いビジネスモデルや
誰もが働きやすい就労環境、地
域に根ざした活動など、地域・社
会への貢献度が高い企業の認証
制度などを検討し、企業の発信力
を高めながら、企業価値の向上を
促します。

※来年度以降の実施に向けて事業化を検討。 ー ー

起業意欲の
喚起と起業
準備への支
援

Ⅳ-2

起業に関心のある人等を対象に、
先輩起業家や支援者等との交流
の場を提供し、起業意欲の喚起
を行うとともに、起業支援の専門
家による事業計画のブラッシュ
アップ等で起業準備を支援し、起
業家の成長促進を図ります。



■堺市産業振興アクションプラン　２０１８年度事業リスト

取組
番号

主な取組 主な取組の概要
2018年度

主な事業内容
事務事業名 担当課

戦略Ⅴ：都市経営を支える産業集積の拡大

　競争力を高める投資促進と企業拠点の強化

■ものづくり投資促進条例の運用【V-2】【V-3】
○事務所や工場等の新増築や建替など企業の成長
発展に向けた投資に対し、固定資産税等の市税を最
長5年間軽減。

■企業成長促進補助金【Ⅲ-4】
○製造業を営む中小企業が成長産業分野（環境エ
ネルギー、健康医療、航空機、防災等）へ進出するた
め、工場・研究開発施設へ投資する場合、経費の一
部を補助。（新規)

企業投資促
進事業

産業政策課

■水素エネルギー社会構築支援事業
○堺市水素エネルギー社会構築ロードマップの構想
のもと、水素利活用モデルの検討や臨海部の水素
ネットワーク拠点構築に向けたシナリオ等の作成及び
普及啓発等を推進。

水素エネル
ギー社会構
築支援事業

企画部
企画推進担当

■健康・医療まちづくり事業
○近畿大学医学部等の立地を見据え、健康医療に
係る大学・民間企業等との産学公民によるコンソーシ
アムを構築し、同会員の連携を通じて、健康・医療・
予防分野等に関する新たなビジネスや雇用の創出を
促進。

健康・医療ま
ちづくり事業

企画部
企画推進担当

Ⅴ-2

永続的な操
業に繋がる
地域に根ざ
した投資の
促進

新規立地が可能な産業用地に限
りがあるなか、着実に投資が行わ
れるよう、土地取得を伴う投資、
既存立地企業の建替えや施設増
強などの投資を促進するなど、本
市での永続的な操業に繋がる「地
域に根ざした投資」の促進を誘導
しながら、基幹産業であるものづく
りの持続的な発展を図ります。

■ものづくり投資促進条例の運用【V-1】
○事務所や工場等の新増築や建替など企業の成長
発展に向けた投資に対し、固定資産税等の市税を最
長5年間軽減。

企業投資促
進事業

産業政策課

Ⅴ-3
本社・研究
所の拠点化
の促進

本市経済の牽引役となるのは、生
産拠点に加え本社や研究拠点、
先端分野の施設等を本市に構
え、市内企業との緊密な取引関
係や安定的な雇用など、経済的
な波及効果をもたらす企業です。
そのような企業の新規立地や、既
存企業の成長に向けた研究開発
機能強化や成長産業分野進出
への投資の促進など、地域を牽
引する企業の拠点化を図ります。
また、このような取組を進めること
により、市内在住雇用者や定住
人口の増加にもつなげていきま
す。

■ものづくり投資促進条例の運用【V-1】
○事務所や工場等の新増築や建替など企業の成長
発展に向けた投資に対し、固定資産税等の市税を最
長5年間軽減。

■企業成長促進補助金【一部Ⅲ－4】
○本社機能や研究開発施設の整備または市内へ移
転する場合、経費の一部を補助。（拡充）

○製造業を営む中小企業が成長産業分野（環境エ
ネルギー、健康医療、航空機、防災等）へ進出するた
め、工場・研究開発施設へ投資する場合、経費の一
部を補助。（新規)

企業投資促
進事業

産業政策課

　魅力ある立地環境の強化

Ⅴ-4
持続的に操
業しやすい
環境づくり

内陸部において住工混在化が進
んでいるエリアがある中、中小企
業が工場の操業環境を改善し、も
のづくりと環境の調和を図る取組
を支援するなど、産業集積の維
持や操業しやすい環境づくりにつ
いて、効果的な取組を検討しま
す。

■中小企業操業環境改善支援補助金
○工場の操業環境を改善するための防音・防振工
事、又は工場適地への移転を行い、周辺の住環境と
の調和を図る場合、経費の一部を補助。

企業投資促
進事業

産業政策課

人口減少社会の到来による内需
の減少や、国際的な企業間競争
が激化するなか、本市の基幹産
業であるものづくりの持続的な発
展に向け、環境・エネルギーや健
康・医療分野などの成長産業分
野への進出、先端技術の研究開
発など、企業の競争力を高める投
資を促進し、高付加価値型産業
への転換を図ります。

成長産業・
先端技術分
野に関連す
る投資の促
進
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取組
番号

主な取組 主な取組の概要
2018年度

主な事業内容
事務事業名 担当課

Ⅴ-5
新たな産業
空間の創出

市内の工業適地では、新たな産
業用地の確保が困難な状況であ
る中、工場用地の情報提供を行
いながら、企業が所有する潜在的
な未利用地も含め土地活用によ
る企業投資を促進します。一方で
市街化調整区域には、幹線道路
など公共施設整備が進んでいる
エリアもあり、開発許可の手法など
で民間投資を誘導し、新たな産
業用地の創出を図ります。また、
泉北ニュータウン地域において、
泉ヶ丘駅前の再整備事業等と連
携を図りながら、魅力ある立地環
境を整備するなど、働く場の創出
に取り組みます。

■工場用地等情報提供事業
○工場用地や貸工場の情報を求める企業と、宅地建
物取引業者との連携を図り、市内への企業立地を促
進。

企業投資促
進事業

産業政策課

Ⅴ-6
オフィスの
集積促進

企業の本社・支社機能などを担う
オフィスの集積を一層促進してい
くため、都心地域や中百舌鳥駅
周辺地域などにおいて、オフィス
需要の喚起を促すような効果的
な取組を検討します。

■事業所集積促進事業補助金
○都心地域、中百舌鳥駅周辺地域、泉北ニュータウ
ン各駅周辺地域において、業務系機能等の事務所の
開設に要する経費の一部を補助。

市内産業集
積活性化事
業

産業政策課

　エリアマネジメントの強化と商業機能の充実

Ⅴ-7

中心市街地
等のエリアマ
ネジメントの
強化

エリアマネジメントの考え方を踏ま
え、市内の各拠点において、意欲
ある頑張る商業者による地域の
価値向上等につながる自主的な
取組を促進します。特に中心市
街地においては、活性化に向けて
新たに策定する「堺東フェニックス
計画」との整合を図るとともに、ま
ちづくり会社等とも連携しながら、
中心市街地の玄関口である堺東
の魅力向上に向けた商店街の景
観整備や周辺施設との回遊性の
向上など活性化につながる取組
を積極的に支援します。

■中心市街地まちづくり支援事業
○中心市街地の玄関口である堺東駅前商店街の景
観整備やアーケード改修等、堺東の魅力向上に繋が
る商店街づくりに向けて、調査分析やその内容に基づ
く合意形成・計画づくりへの支援を実施。

中心市街地
活性化支援
事業

商業流通課

■商業共同施設機能向上支援事業
○地域の安全・安心のさらなる向上を図るため、地域
コミュニティの担い手である商店街が維持管理してい
る街路灯等の電灯料への支援を実施。

■地域コミュニティ形成促進事業
○商店街等が主体的に取り組む新規テナントの誘致
活動や地域の課題解決に向けた先進的ソフト事業等
を支援。

■買物弱者対策ビジネス支援事業
○商店街等による買物弱者対策事業を支援。

地域コミュニ
ティ形成支援
事業

商業流通課

■商業共同施設設置事業
○商店街のアーケードや街路灯の改修等を支援。

魅力ある商
業地づくり

商業流通課

※再掲のある事業については、事業名の後に再掲先の取組番号を記載しています。

拠点の魅力向上を図る新たなテ
ナント誘致、アーケードや街路灯
の改修など市民の誰もが安全・安
心に買い物できる環境整備などの
取組を進め、地域に求められる商
業地づくりを行い、商店街のコミュ
ニティ機能の強化と地域商業の
振興を図ります。

地域に求め
られる商業
地づくり
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